
バスマット、コースター等の珪藻土製品を処分する場合のフロー 

 

 

石綿含有の可能性があることが判明した製品ですか? 

指定ごみ袋に入るものは「燃やせないごみ」 

指定ごみ袋に入らないものは「大型ごみ」 

自己搬入する場合は「山口処理場」へ 

メーカー・販売者等へ 

回収依頼 

（市のごみには出せません） 

 

メーカー・販売者等が

わかりますか？ 

本市やメーカー・販売者等の 

ホームページで回収対象製品でないか

再度ご確認ください 

わからない 

対象製品でない場合 

対象製品の場合 

環）循環型社会推進課 

まで 

ご連絡ください 


